
 

目 
 

 

次 

告 
 

 
示 

 
 

 
 

 
 

○
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
公
金
事
務
の
委
託 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
の
認
可 

○
道
路
の
区
域
変
更 

公 
 

 

告 
 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
運
営
方
法
の
変
更
の
届
出 

○
換
地
処
分
の
実
施 

そ 

の 

他 
 

 
 

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て 

山
梨
県
公
報 

令
和
八
年 六

月
十
五
日 

第
六
百
六
十
三
号 

月 曜 日 

発
行
者 

 

山 

梨 

県 
 

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日 



山
梨
県
告
示
第
百
九
十
二
号 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地 

Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
株
式
会
社
山
梨
支
社 

山

梨
県
甲
府
市
太
田
町
八
番
一
号 

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入 

山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下

山
道
使
用
料 

三 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日
及
び
公
金
事
務
を
委
託
し
た
日 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

四 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
取
扱
期
間 

令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
日
ま
で 

五 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
が
納
人
か
ら
納
付
を
受
け
る
方
法 

現
金
の
納
付 

告
　
　
示



山
梨
県
告
示
第
百
九
十
三
号 

 

土
地
改
良
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
䥺
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
八
年

六
月
八
日
早
川
町
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

 



山
梨
県
告
示
第
百
九
十
四
号 

 

道
路
法
䥹
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
䣎
そ
の
関
係
図
面
は
䣍
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
身
延
支
所
に
お
い
て
䣍
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
七
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

市
川
三
郷
身
延
線 

三 

道
路
の
区
域 

南
巨
摩
郡
身
延
町
下
八
木
沢
字
関
屋
一
一
六
七

番
一
地
先
か
ら 

南
巨
摩
郡
身
延
町
下
八
木
沢
字
関
屋
一
一
七
七

番
一
地
先
ま
で 

区
間 

新 旧 旧
新

の
別 

七
・
九
䦅 

一
八
・
五 

七
・
九
䦅 

一
六
・
二 

敷
地
の
幅
員 

䥹
メ
䤀
ト
ル
䥺 

五
五
・
一 

五
五
・
一 

延
長 

䥹
メ
䤀
ト
ル
䥺 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り
公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

株
式
会
社
コ
ス

モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ド
ラ
䣹
グ
コ
ス
モ
ス
長
松
寺
店 

山
梨
県
甲
府
市
長

松
寺
町
五
百
六
十
六
番 

外 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

福
岡
県
福
岡

市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

令
和
九
年
二
月
三
日 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

千
三
百
六
十
五
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

５ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

㈠ 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

⑴ 

位
置 

届
出
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

 

⑵ 

収
容
台
数 

四
十
六
台 

 
 

㈡ 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

⑴ 

位
置 

届
出
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

 

⑵ 

収
容
台
数 

二
十
台 

 
 

㈢ 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

⑴ 

位
置 

届
出
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

 

⑵ 

面
積 

三
十
五
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

㈣ 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

⑴ 

位
置 

届
出
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

 

⑵ 

容
量 

十
八
立
方
メ
䤀
ト
ル 

 

６ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 

   

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称 

午
前
九
時 

開
店
時
刻 

午
後
九
時
四
十
五
分 

閉
店
時
刻 

公
　
　
告



㈡ 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

㈢ 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
⑴ 
数 

二
箇
所 

 

⑵ 
位
置 

届
出
の
図
面
の
と
お
り 

㈣ 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

午
前
六
時
か
ら
午
後

十
時
ま
で 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
六
月
二
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
十
五
日
ま
で 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
運
営
方
法
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

株
式
会
社
オ
ギ

ノ 

代
表
取
締
役 

荻
野
雄
二 

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

䥹
仮
称
䥺
オ
ギ
ノ
横
町
店 

山
梨
県
富
士
吉
田
市
上

吉
田
字
中
原
四
千
二
百
八
十
九
番
一 
外 

 

２ 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

３ 

変
更
す
る
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
七
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
十
五
日
ま
で 

駐
車
場
の
自
動
車
の

出
入
口
の
数
及
び
位

置 変
更
事
項 

数 

八
箇
所 

位
置 

届
出
の
図
面
の
と
お
り 

変
更
前 

数 

八
箇
所 

位
置 

届
出
の
図
面
の
と
お
り 

変
更
後 



◎ 

換
地
処
分
の
実
施 

 

土
地
改
良
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
䥺
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
䣍

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
䥹
南
部
地
区
成
島
工
区
䥺
の
換
地
処
分
を
令
和
八
年
六
月
二
日
実
施

し
た
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 



◎ 

山
梨
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号 

 

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
長 

 

平 
 

井 
 

真 
 

幸 
 

 

一 

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項 

 

１ 

工
事
名 

国
道
百
四
十
号 

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
無
停
電
電
源
装
置
更
新
工
事 

 

２ 

工
事
場
所 

山
梨
県
山
梨
市
三
富
川
浦
地
内 

 

３ 

工
事
概
要 

無
停
電
電
源
装
置
設
置
撤
去
工 

一
式 

整
流
器
盤 

 
 

一
台
䥹
直
流
電
源
装
置
の
機
能
を
含
む
䣎
䥺 

イ
ン
バ
䤀
タ
盤 
一
台
䥹
直
流
電
源
装
置
の
機
能
を
含
む
䣎
䥺 

蓄
電
池
盤 

 
 

一
台
䥹
直
流
電
源
装
置
の
機
能
を
含
む
䣎
䥺 

 

４ 

工
期 

令
和
八
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
十
五
日
ま
で 

 

５ 

予
定
価
格 

七
千
二
百
七
十
五
万
四
千
円
䥹
税
込
み
䥺 

二 

公
告
日 

令
和
八
年
六
月
十
六
日 

三 

入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付
期
間 

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日
䥹
火
䥺
か
ら
六
月
二
十
九
日
䥹
月
䥺

ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
䥹
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
䥺
に
定
め
る
県
の
休
日

を
除
く
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
䣎
た
だ
し
䣍
最
終
日
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
と
す

る
䣎 

四 

そ
の
他 

詳
細
は
䣍
令
和
八
年
六
月
十
六
日
䥹
火
䥺
よ
り
䣍
山
梨
県
道
路
公
社
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有

料
道
路
管
理
事
務
所
ホ
䤀
ム
ペ
䤀
ジ
䥹h

t
t
p
s
:
/
/
t
o
l
l
g
a
t
e
.
s
e
c
u
r
e
s
i
t
e
.
j
p
/
w
p
/
n
y
u
s
a
t
s
 

u
_
c
a
t
e
/
k
a
r
i
s
a
k
a
/

䥺
に
お
い
て
配
布
す
る
一
般
競
争
入
札
公
告
䣍
設
計
図
書
等
に
よ
る
䣎 

そ
 
の
 
他


